
年 月 日 年 月 日

( )

　⑥保護器を使用する際は、保護器が見える場所から監視し、猫を保護した後は速やかに

    回収すること。

　⑦貸出し期間は原則貸出日を含め８日以内とし、洗浄して返却すること。

　

※市担当者記載欄

返却時確認事項

破損等の有無

保護頭数 頭

破損等の内容

洗浄の有無 有　　　・　　　無

月 日

返却済確認印保護器番号 受付担当者印

保護器の状態　　　　　　　 有　　　・　　　無

返　却　日 年

　借用にあたり、松戸市飼い主のいない猫対策用保護器貸出要領の事項について誓約します。

　④保護器の紛失、形状変更、破損及び汚損等があったときは、申請者の責任において

　⑤保護器に起因する怪我及び事故等については、申請者が責任を持って対応すること。

　松戸市飼い主のいない猫対策用保護器貸出要領抜粋

　　修理或いは弁償すること。

　③保護器の譲渡、転貸はしないこと。

保護器借用理由
 3.その他

 1.不妊去勢手術　　　　　　　　2.傷病等の治療　　　

　①保護器を貸出要領３の使用目的以外で使用しないこと。

　②保護器の設置に関しては、土地所有者等の承諾を得ること。

許可番号

保護予定頭数 頭

保護器借用期間 ～

年 月

（第１号様式）

保　護　器　貸　出　申　請　書　兼　誓　約　書

日

松 戸 市 長 様

申請者氏名

住　　所 松戸市

電 話 番 号

設　置　場　所

　　松戸市飼い主のいない猫対策用保護器貸出要領の内容に同意し、保護器貸出申請書兼

　誓約書を提出いたします。

松戸市


	保護器貸出申請書兼誓約書（第１号様式）

